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五日市ファインプラザ指定管理者審査要領 

 

 本要領は、あきる野市が、五日市ファインプラザ（以下「ファインプラザ」という。）の指定管

理者の候補者（以下「候補者」という。）を総合的な観点により審査するための方法、基準等を示

すものである。 

 

１ 審査対象団体 

シンコースポーツ・アズビル・東京体育機器共同事業体（以下「共同事業体」という。） 

（１） 共同事業体の基本理念 

ファインプラザにおいて、指定管理業務を行うに当たり、ファインプラザの管理・運営を

主な業務として、「市民一人ひとりが、生涯を通じたスポーツ活動・健康づくりを進める」こ

とを目標に、幼児から高齢者まで、誰でも気軽に利用できる総合的スポーツ活動の場を提供

することを基本理念としている。 

（２） 共同事業体の経営方針 

「スポーツ振興拠点施設の役割を果たす」「常に公平で公正な運営を行う」「安全で安心で

きる施設管理を行う」「公共性を理解し施設運営を行う」「地域連携による活力ある管理運営

を行う」「施設の利用促進と収入増大を図る」「効果的・効率的な運営を図る」「環境に配慮し

た施設運営を行う」の８項目を定め、民間企業の効率性・スポーツ専門企業のノウハウ・地

元企業のネットワーク等、持っている能力を最大限に活用し、指定管理者の導入目的でもあ

る多様化するニーズに応えた利用者（市民）満足度の高い管理運営を実現することを経営方

針としている。 

（３） 共同事業体の実績 

ア 協定書、事業計画書等に沿って適正に指定管理業務を行っている。 

  ・モニタリング結果報告書の評価は「Ａ」である。 

イ 施設の利用状況が改善され良好な状態である。 

・指定管理者として従事以降４年間で、利用者数は約１万人の増加、利用料金は約２５０万円

の増加となっている。また、利用者アンケートから従事職員の接客・対応面で高い満足度を

得ている。 

  ウ 収支計画に基づく予算執行が適正になされており、施設の収支状況が良好な状態である。 

   ・全体の収支は、指定管理当初の平成２１年度以降プラス（黒字）が続き、平成２４年度では

約４００万円以上の黒字決算となっている。支出面では、光熱水費や人件費の節減に努め、

関係経費の抑制が図られている。 

エ 指定管理者となっている団体の経営状況等から、安定的かつ継続的なサービスの提供が行わ

れている。 

・財務諸表から経営状況の安全性・健全性が良好な状況と判断できる。  

 

以上のことから、共同事業体は、スポーツ行政に大きく貢献し、市及び各種団体と連携しスポ

ーツのまちづくりを推進し、良好なサービスの提供に継続的に努めてきた実績があり、本施設の

管理を引き続き行うことにより、安定した行政サービスの提供と事業効果が相当程度期待できる

ため、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第２条第１項第２号の規

定に基づき、本施設における候補者の審査の対象団体を共同事業体とする。 
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（参考）ファインプラザ利用者数及び利用料額一覧表 

年度 利用者数（人） 利用料（円） 

平成２１年度 １４９，６９８ １７，４８５，４４０ 

平成２２年度 １４９，４７２ １８，６９２，７９０ 

平成２３年度 １５１，２８８ １９，０２３，１６０ 

平成２４年度 １５９，２８５ １９，９８３，２６０ 

 

２ ファインプラザの概要 

（１） 施設の名称及び位置 

名    称 位    置 

五日市ファインプラザ あきる野市伊奈８５９番地３ 

 

（２） 施設の規模（面積） 

各 施 設 面   積 

敷地面積 ４，２５２．２９㎡ 

建築面積 ２，２７０．９１０㎡ 

延床面積 ５，４７７．７７１㎡ 

駐車場面積（約９０台） ２，３１２．３４㎡ 

 

（３） 施設内容 

各施設 施設内容 

１階 体育室、事務室、倉庫、ロビー、放送室、トイレ、保健室、休憩室、設備

室、玄関ホール、職員用更衣室 

２階 第１研修室、第２研修室、第３研修室、倉庫、湯沸室、体育室選手控室、

幼児体育室、ロビー、トイレ 

３階 トレーニング室、トイレ 

地下 屋内水泳場、武道場、倉庫、プール更衣室、一般更衣室、トイレ、機械室、

ＥＶ機械室、観覧席、その他 

 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 

（１）施設の利用承認等及び利用料の徴収に関すること。 

（２）利用承認の変更及び取消に関すること。 

（３）施設の利用に伴う使用者への便宜の寄与に関すること。 

（４）施設、設備及び物品等の維持管理及び安全に関すること。 

（５）施設の簡易修繕に関すること。 

（６）スポーツ事業に関すること。 

（７）管理運営に関し、教育委員会が必要と認めること。 
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４ 指定期間 

  平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 指定管理者の指定管理料 

  ４８３，５００，０００円（指定期間における総額） 

 

６ 提出書類 

共同事業体は、あきる野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第

３条に規定する指定管理者指定申請書に次の書類を添えて、平成２５年９月１７日までに申請

するものとする。なお、提出する部数は、正本 1部、副本１２部とする。 

（１） 指定管理者としての管理運営の状況について 

ア 共同事業体の経営方針におけるこれまでの取組について（平成２１年度～平成２４年度） 

イ 施設の管理運営に係る改善等の取組について（平成２１年度～平成２４年度） 

（ア）各種自主事業やサービス等の向上の取組など 

（イ）収支予算の決算状況など 

（２） 事業計画書 

ア 施設の運営方針について 

イ 施設の管理運営の実績を踏まえた今後の取組方針について 

各種自主事業やサービス等の向上の取組など 

ウ 施設の管理運営について 

事業計画書 

エ 人員体制について 

（ア） 職員の配置計画 

（イ）職員の研修計画 

オ 収支見込みについて 

収支予算書（平成２６年度～平成３０年度） 

カ 個人情報の保護対策及び情報公開について 

キ 苦情処理体制について 

ク 危機・安全管理体制について 

ケ 地域や市内事業者、他施設等との連携について 

（３）共同事業体の状況について 

ア 現在事項証明書 

イ 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本 

ウ 財務関係書類 

エ 納税証明書 

 

７ 候補者の審査方法 

（１） 候補者の審査方法 

共同事業体から申請された提出書類を受け、あきる野市指定管理者選定委員会（以下「選

定委員会」という。）において、提出書類とプレゼンテーション（業務内容提案）を基に総合

的に審査を実施する。 
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（２） プレゼンテーション審査 

プレゼンテーション審査は、共同事業体からの説明を１５分間、選定委員会の委員からの

質疑応答を実施の上、次に示す評価基準により審査を行う。 

 

８ 評価基準 

  プレゼンテーション審査の評価基準は、次のとおりとする。 

評価は、「良い」、「普通」、「悪い」の３段階評価とし、各評価項目について評価する。 

評 価 項 目 
評 価 

良い 普通 悪い 

１ 指定管理者としての管理運営の状況について    

２ 施設の管理運営に係る改善等の取組について    

３ 施設の運営方針について    

４ 施設の管理運営の実績を踏まえた今後の取組方針について    

５ 施設の管理運営について    

６ 人員体制について    

７ 収支見込みについて    

８ 個人情報の保護対策及び情報公開について    

９ 苦情処理体制について    

１０ 危機・安全管理体制について    

１１ 地域や市内事業者、他施設等との連携について    

１２ 共同事業体の状況について    

評価合計    

 

９ 候補者の決定 

評価基準に基づき提出書類とプレゼンテーションの内容を評価し、選定委員会の各委員の評価

合計を集計する。この集計結果を基に、選定委員会において審議し、本施設の設置目的を効果的

に達成することができると認められる場合には、共同事業体を候補者とする。ただし、指定管理

者としての能力を有しないと判断される場合には、別途、候補者の選定を行う。 

   

１０ 審査結果 

選定委員会の審査結果については、共同事業体に文書で通知するとともに、団体名、評価結

果、総合的な評価点、候補者として選定した団体の選定理由及び事業内容の提案概要について、

市ホームページで公表する。 


